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対人援助「人と人の関わりについて」 
～介護の前に大事なことって何？ 敬う心を忘れていませんか？～ 

 
 

2015.11.11.  小 湊 純 一 （介護支援専門員／社会福祉士） 
 
１ 支援者としての立ち位置 

 
（１）自分の職種の専門性と役割を理解する 
 
（２）他の職種の専門性と役割を理解する 
 
（３）支援者の都合ではなく利用者の都合で考える 
 
（４）利用者の最善の利益を考える 
 
 
２ 自立支援の視点 

 
（１）認知能力・身体能力評価による能力活用支援 
 
（２）自己決定のための情報提供をして自己決定を尊重する 
 
（３）個人を尊重した「あたりまえ」の生活を送るための支援 
 
 
３ 対人援助技術の必要性 

   
個別援助技術（ケースワーク） 
  社会生活を送るうえで身体的，精神的，社会的などの処要因によって何らかの解

決を要する生活課題に直面している個人や家族に対して，その問題解決や課題遂行を

援助するために，援助者によって用いられる援助技術。利用者個人を主として考え，

その環境に適応するために必要な援助を行って行く。 
 
  対人援助は，人と人との関係性によっておこなわれます。 
  支援者が支配（管理）しようとしたり，支援を受ける人が依存的になったり，互い 
 に，もしくはどちらかが否定的になったりすれば，自立支援関係は成り立ちません。 
  対人援助の原則は，自立支援のための，良好な関係性を得るための基本的対応方法で 
 す。 
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（１）想いや考えを受けとめる ということ 
 
（２）「いろいろな人がいるんだなあ」と思う ということ 
 
（３）自分のことを自分で決める手助けをして，決めたことを尊重する ということ 
 
（４）否定しないし，押し付けない ということ 
 
（５）役割を十分に理解し，自分の感情をコントロールして対応する ということ 
 
（６）想いや感情を素直に出せるような状況や雰囲気が大切 ということ 
 
（７）秘密保持は相談支援の大前提 ということ 
 
 
４ 対人援助者としてのスキルアップ （実践の中でどのように意識していけばいいか） 

    

 

～ とある研修会のあと･･･ 参加者からの感想 ～ 

 

  障害があることを理解していても支援に活かせなければ意味ないな… と。 

 

  日常生活を送る上で意思決定は様々な場面で行われていくので，丁寧に何がどう 

 してできないのかを確認して，意思決定支援はどの程度必要か判断していかない 

 と，自立支援は絵に描いた餅だなと思います。 

 

 
（１）自分で意識して支援し，自己評価する 
 
（２）仲間で互いに意識して支援し，仲間で互いの評価をする（ピアスーパービジョン） 
 
（３）指導者に師事して実践し，評価を受ける（スーパービジョン） 
 
（４）実践するために勉強して工夫して，実践することを前もって利用者等に伝え，一定 
  期間後に利用者からの評価を得る。（コンプライアンス策定型サービス評価） 
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介護保険法 

 

(目的) 
第一条 この法律は，加齢に伴って生ずる心身の変化に起因する疾病等により要介護状態 
 となり，入浴，排せつ，食事等の介護，機能訓練並びに看護及び療養上の管理その他の 
 医療を要する者等について，これらの者が尊厳を保持し，その有する能力に応じ自立し  
 た日常生活を営むことができるよう，必要な保健医療サービス及び福祉サービスに係る 
 給付を行うため，国民の共同連帯の理念に基づき介護保険制度を設け，その行う保険給 
 付等に関して必要な事項を定め，もって国民の保健医療の向上及び福祉の増進を図るこ 
 とを目的とする。 
(介護保険) 
第二条 介護保険は，被保険者の要介護状態又は要支援状態に関し，必要な保険給付を行 
 うものとする。 
２ 前項の保険給付は，要介護状態等の軽減又は悪化の防止に資するよう行われるととも 
 に，医療との連携に十分配慮して行われなければならない。 
３ 第一項の保険給付は，被保険者の心身の状況，その置かれている環境等に応じて，被 
 保険者の選択に基づき，適切な保健医療サービス及び福祉サービスが，多様な事業者又 
 は施設から，総合的かつ効率的に提供されるよう配慮して行われなければならない。 
４ 第一項の保険給付の内容及び水準は，被保険者が要介護状態となった場合において 
 も，可能な限り，その居宅において，その有する能力に応じ自立した日常生活を営むこ 
 とができるように配慮されなければならない。 
 
指定介護老人福祉施設の人員，設備及び運営に関する基準 

 
(基本方針) 
第一条の二 指定介護老人福祉施設は，施設サービス計画に基づき，可能な限り，居宅に 
 おける生活への復帰を念頭に置いて，入浴，排せつ，食事等の介護，相談及び援助，社  
 会生活上の便宜の供与その他の日常生活上の世話，機能訓練，健康管理及び療養上の世 
 話を行うことにより，入所者がその有する能力に応じ自立した日常生活を営むことがで 
 きるようにすることを目指すものでなければならない。 
２ 指定介護老人福祉施設は，入所者の意思及び人格を尊重し，常にその者の立場に立っ 
 て指定介護福祉施設サービスを提供するように努めなければならない。 
３ 指定介護老人福祉施設は，明るく家庭的な雰囲気を有し，地域や家庭との結び付きを 
 重視した運営を行い，市町村，居宅介護支援事業者，居宅サービス事業者，他の介護保 
 険施設その他の保健医療サービス又は福祉サービスを提供する者との密接な連携に努め 
 なければならない。 
(指定介護福祉施設サービスの取扱方針) 
第十一条 指定介護老人福祉施設は，施設サービス計画に基づき，入所者の要介護状態の 
 軽減又は悪化の防止に資するよう，その者の心身の状況等に応じて，その者の処遇を妥 
 当適切に行わなければならない。 
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２ 指定介護福祉施設サービスは，施設サービス計画に基づき，漫然かつ画一的なものと 
 ならないよう配慮して行われなければならない。 
３ 指定介護老人福祉施設の従業者は，指定介護福祉施設サービスの提供に当たっては， 
 懇切丁寧を旨とし，入所者又はその家族に対し，処遇上必要な事項について，理解しや 
 すいように説明を行わなければならない。 
４ 指定介護老人福祉施設は，指定介護福祉施設サービスの提供に当たっては，当該入所 
 者又は他の入所者等の生命又は身体を保護するため緊急やむを得ない場合を除き，身体 
 的拘束その他入所者の行動を制限する行為(以下「身体的拘束等」という。)を行っては 
 ならない。 
５ 指定介護老人福祉施設は，前項の身体的拘束等を行う場合には，その態様及び時間， 
 その際の入所者の心身の状況並びに緊急やむを得ない理由を記録しなければならない。 
６ 指定介護老人福祉施設は，自らその提供する指定介護福祉施設サービスの質の評価を 
 行い，常にその改善を図らなければならない。 
(施設サービス計画の作成) 
第十二条 指定介護老人福祉施設の管理者は，介護支援専門員に施設サービス計画の作成 
 に関する業務を担当させるものとする。 
２ 施設サービス計画に関する業務を担当する介護支援専門員(以下「計画担当介護支援 
 専門員」という。)は，施設サービス計画の作成に当たっては，入所者の日常生活全般 
 を支援する観点から，当該地域の住民による自発的な活動によるサービス等の利用も含 
 めて施設サービス計画上に位置付けるよう努めなければならない。 
３ 計画担当介護支援専門員は，施設サービス計画の作成に当たっては，適切な方法によ 
 り，入所者について，その有する能力，その置かれている環境等の評価を通じて入所者 
 が現に抱える問題点を明らかにし，入所者が自立した日常生活を営むことができるよう 
 に支援する上で解決すべき課題を把握しなければならない。 
４ 計画担当介護支援専門員は，前項に規定する解決すべき課題の把握(以下「アセスメ 
 ント」という。)に当たっては，入所者及びその家族に面接して行わなければならな 
 い。この場合において，計画担当介護支援専門員は，面接の趣旨を入所者及びその家族 
 に対して十分に説明し，理解を得なければならない。 
５ 計画担当介護支援専門員は，入所者の希望及び入所者についてのアセスメントの結果 
 に基づき，入所者の家族の希望を勘案して，入所者及びその家族の生活に対する意向， 
 総合的な援助の方針，生活全般の解決すべき課題，指定介護福祉施設サービスの目標及 
 びその達成時期，指定介護福祉施設サービスの内容，指定介護福祉施設サービスを提供 
 する上での留意事項等を記載した施設サービス計画の原案を作成しなければならない。 
６ 計画担当介護支援専門員は，サービス担当者会議(入所者に対する指定介護福祉施設 
 サービスの提供に当たる他の担当者(以下この条において「担当者」という。)を召集し 
 て行う会議をいう。以下同じ。)の開催，担当者に対する照会等により，当該施設サー 
 ビス計画の原案の内容について，担当者から，専門的な見地からの意見を求めるものと 
 する。 
７ 計画担当介護支援専門員は，施設サービス計画の原案の内容について入所者又はその 
 家族に対して説明し，文書により入所者の同意を得なければならない。 
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８ 計画担当介護支援専門員は，施設サービス計画を作成した際には，当該施設サービス 
 計画を入所者に交付しなければならない。 
９ 計画担当介護支援専門員は，施設サービス計画の作成後，施設サービス計画の実施状 
 況の把握(入所者についての継続的なアセスメントを含む。)を行い，必要に応じて施設 
 サービス計画の変更を行うものとする。 
１０ 計画担当介護支援専門員は，前項に規定する実施状況の把握(以下「モニタリン 
 グ」という。)に当たっては，入所者及びその家族並びに担当者との連絡を継続的に行 
 うこととし，特段の事情のない限り，次に定めるところにより行わなければならない。 
 一 定期的に入所者に面接すること。 
 二 定期的にモニタリングの結果を記録すること。 
１１ 計画担当介護支援専門員は，次に掲げる場合においては，サービス担当者会議の開 
 催，担当者に対する照会等により，施設サービス計画の変更の必要性について，担当者 
 から，専門的な見地からの意見を求めるものとする。 
 一 入所者が要介護更新認定を受けた場合 
 二 入所者が要介護状態区分の変更の認定を受けた場合 
１２ 第二項から第八項までの規定は，第九項に規定する施設サービス計画の変更につい 
 て準用する。 
(介護) 
第十三条 介護は，入所者の自立の支援及び日常生活の充実に資するよう，入所者の心身 
 の状況に応じて，適切な技術をもって行われなければならない。 
２ 指定介護老人福祉施設は，一週間に二回以上，適切な方法により，入所者を入浴さ 
 せ，又は清しきしなければならない。 
３ 指定介護老人福祉施設は，入所者に対し，その心身の状況に応じて，適切な方法によ 
 り，排せつの自立について必要な援助を行わなければならない。 
４ 指定介護老人福祉施設は，おむつを使用せざるを得ない入所者のおむつを適切に取り 
 替えなければならない。 
５ 指定介護老人福祉施設は，褥瘡が発生しないよう適切な介護を行うとともに，その発 
 生を予防するための体制を整備しなければならない。 
６ 指定介護老人福祉施設は，入所者に対し，前各項に規定するもののほか，離床，着替 
 え，整容等の介護を適切に行わなければならない。 
７ 指定介護老人福祉施設は，常時一人以上の常勤の介護職員を介護に従事させなければ 
 ならない。 
８ 指定介護老人福祉施設は，入所者に対し，その負担により，当該指定介護老人福祉施 
 設の従業者以外の者による介護を受けさせてはならない。 
(食事) 
第十四条 指定介護老人福祉施設は，栄養並びに入所者の心身の状況及び嗜好を考慮した 
 食事を，適切な時間に提供しなければならない。 
２ 指定介護老人福祉施設は，入所者が可能な限り離床して，食堂で食事を摂ることを支 
 援しなければならない。 
(相談及び援助) 
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第十五条 指定介護老人福祉施設は，常に入所者の心身の状況，その置かれている環境等 
 の的確な把握に努め，入所者又はその家族に対し，その相談に適切に応じるとともに， 
 必要な助言その他の援助を行わなければならない。 
(社会生活上の便宜の提供等) 
第十六条 指定介護老人福祉施設は，教養娯楽設備等を備えるほか，適宜入所者のための 
 レクリエーション行事を行わなければならない。 
２ 指定介護老人福祉施設は，入所者が日常生活を営むのに必要な行政機関等に対する手 
 続について，その者又はその家族において行うことが困難である場合は，その者の同意 
 を得て，代わって行わなければならない。 
３ 指定介護老人福祉施設は，常に入所者の家族との連携を図るとともに，入所者とその 
 家族との交流等の機会を確保するよう努めなければならない。 
４ 指定介護老人福祉施設は，入所者の外出の機会を確保するよう努めなければならな 
 い。 
(機能訓練) 
第十七条 指定介護老人福祉施設は，入所者に対し，その心身の状況等に応じて，日常生 
 活を営むのに必要な機能を改善し，又はその減退を防止するための訓練を行わなければ 
 ならない。 
(健康管理) 
第十八条 指定介護老人福祉施設の医師又は看護職員は，常に入所者の健康の状況に注意 
 し，必要に応じて健康保持のための適切な措置を採らなければならない。 
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 Aさん（アルツハイマー型認知症） 

 
 
 トイレの場所が分からないのか，部屋の隅で放尿するようになり困っている。職員が付 
き添い誘導しているが，うまくいくときといかないときがあり後始末が大変。 
 夜中にホールの隅の方で放尿することもある。 
 
 
 施設での生活に慣れてきたためなのか，「いい天気だから散歩に行きましょう～」と言

って手を引こうとすると，払いのけて「何するの！」と言って拒否したりする等，職員に

対して反抗的な態度や言動がみられるようになった。 
 
 
 周りの入所者は夜寝るのが早く，夕飯を食べ終わるとそれぞれ自分の部屋で休むが，A
さんはホールにいて「他の人は？」と尋ねてくるので，「みんな部屋で休みました」と説

明しても納得せず，他の入所者の居室を覗きにいくなどの迷惑な行動があり困っている。 
 
 
 風呂敷や自分の着ている服に，本棚に置いてある本や食事の残りなどを包み持ち歩くこ

とが多くなった。何度もやめるように注意しているけれども言うことを聞いてくれない。 
 
 
 帰宅願望が頻繁になってきた。夕方になると「家に帰る！」と言って落ち着きがなくな

り，玄関から外に出ていこうとするようになり困っている。家族に連絡し協力を求めて

も，「仕事があるので…」という理由で来てくれず，非協力的である。 
 
 
 

2015.08.05. jk。 
 


